
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
平成 22 年 5 月 15 日  第 33 号 

編集・発行：鹿嶋市納税対策室 

〒314-8655 鹿嶋市平井 1187 番地１ 

TEL 82-2911 ＦＡＸ 84-1212 

納税ニュース 

 

平成２２年度がスタートし、各担当課から課税通知書を以下のとおり送付及び送付予定です。 

【国民健康保険税】               【介 護 保 険 料】 

 ■４月１６日（金）暫定分１・２期分を送付しました。 ■４月１６日（金）暫定分１・２期分を送付しました。 

 ■７月１６日（金）３～１０期分を送付予定です。   ■８月１３日（金）３～６期分を送付予定です。 
                        ※年金から天引きされない方のみです。 
 

【固 定 資 産 税】               【軽 自 動 車 税】 
■５月１０日（月）に送付しました。         ■５月１０日（月）に送付しました。 
※全期前納で納付するとお得です！ 

 

【市 県 民 税】               【後期高齢者医療保険料】 
■６月１６日（水）に送付予定です。         ■７月１６日（金）に送付予定です。 
※全期前納で納付するとお得です！              ※年金から天引きされない方のみです。 

                            

 

新年度スタート 

 

鹿嶋市では公平な納税を確立するため、市税等に滞納がある場合には、財産調査等を行い、差押処分をして

います。引き続き納期内の納付にご協力をお願いします。 

差押件数 ５８３件 （平成２０年度は、４５７件） 

（内訳）・不 動 産・・・２２５件 

・預 貯 金・・・１３９件 

・生 命 保 険・・・・６５件 

・自 動 車・・・・・６件 

・所得税還付金・・・１３９件 

・その他（給与 ６件、軽自動車 １件、絵画等 １件、出資金 １件、捜索 ８件） 

【税金の滞納があると？】 

以下の鹿嶋市の補助事業や制度等が利用できません。 

申請書類に納税証明（未納のないことの証明）が必要です！ 

・ 合併浄化槽設置補助金                    ・ 鹿嶋市中小企業事業資金利子及び保証料補助金 

・ 住宅用太陽光発電システム設置補助金          ・ 生け垣設置事業補助金 

・ 水洗便所改造資金助成                    

・ 浄化槽転用雨水貯留施設助成制度 

・ 生活習慣病予防検診（人間ドック）補助 

・ 高額療養費の限度額適用認定証の交付（納税証明は必要なし） 

・ 市営住宅の入居 

・ 鹿嶋市立幼稚園の入園 

・ 私立幼稚園振興補助金（保護者負担軽減） 

・ 鹿嶋市奨学金制度 

平成 2１年度 滞納処分実績 

差押充当金額 

４４，６９０，４０７円 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１期の納期限内に年税額から前納報奨金を差し引いた額で納付する制度で、固定資産税と市県民税が該当

します。概ねの額を知る計算方法は以下のとおりです。 

計算方法は、２期の税額×4.5％です。 

例）固定資産税が年額 20万円（２期の税額５万円）のＡさんの前納報奨金は？ 

 

５万円（２期）×4.5％＝2,250 円 前納報奨金は、2,250 円 

    ２０万円－2,250 円＝197,750 円 

 

※ 年税額から前納報奨金を差し引いた額の197,750 円を納付します。 

※ 但し、第１期納期限を過ぎると適用になりませんのでご注意ください。 

※ 報奨金が 100 円未満の場合は、交付されません。前納報奨金の上限は５万円です。 

※ 滞納があると適用されません。 

※ 上記は第１期から課税されている方の例です。 

ご存知ですか？ 

前納報奨金 

2,250 円節約

できるね。 

納税には、より便利な口座振替をお勧めします。 

１ 必 要 な も の ■納税通知書・通帳・届出印。 

２ 手続きする場所 ■市内の金融機関をご希望の方は、市役所納税対策室（ゆうちょ銀行を除く）または金

融機関窓口で手続きをしてください。口座振替依頼書は各窓口にあります。 

３ 振替日と領収書 ■納期限日に振替を行いますので、指定した口座の残高不足がないようにしてください。 

           年度末に口座振替領収済通知書（領収書）を送付します。 

４ 注 意 事 項 ■口座振替の開始は、申し込まれた月の翌月下旬から振替になります。 

口座振替のご案内 

 

６月中旬に「軽自動車税納税証明書」を送付します。車検の際必要となりますので、大切に保管してください。

紛失した場合は、市役所１階市民課（総合窓口）で発行できます。 

口座振替で軽自動車税を納付している方 

 

５月３１日（月）  ■固定資産税第１期 

■軽自動車税全期 

■国民健康保険税第２期 

６月３０日（水）  ■市県民税（住民税）第１期 

          ■介護保険料第２期 
※納期限を過ぎると、年利 14.6％の延滞金が加算されます。 

また、納期限から 20日を過ぎると督促状が送付され、80円が加算されます。 

納期限のご案内 

次号の発行は、平成 22 年 7 月 15 日です。 


